
 
 

           　　　

 ８／２（水）の行事              　　　　　  【道庁プレスリリース】

 
報道発表資料の配付日時７月27日（木）15時00分 

 発 表 項 目   令和５年度（2023年度）第２回北海道公衆浴場入浴料金審議会の開催及び 
（ 行 事 名 ）   同審議会からの答申書の提出について

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者
  

 の お 知 ら せ   発表場所

   ○令和５年度（2023年度）第２回北海道公衆浴場入浴料金審議会の開催
 概 要 　  道民の公衆衛生の維持向上に必要な公衆浴場の経営の安定及び確保を図

るため、知事から入浴料金の改定について諮問を受けていた北海道公衆浴
場入浴料金審議会では、入浴料金の改定額などの答申内容を審議するため、

 第２回審議会を次のとおり開催します。
 記

　１　日　時　　令和５年（2023年）８月２日（水）15：00～ 
　２　場　所  　かでる２．７ １０４０会議室 
                  （札幌市中央区北２条西７丁目） 
  ３　出席者　　別添委員名簿のとおり 
  ４　内　容　  (1) 小委員会での審議結果の報告 

  　　　　　　 　(2) 答申内容についての審議
 

 ○答申書の提出
 　 北海道公衆浴場入浴料金審議会  久保会長から道場保健福祉部長に答申

 書を次のとおり提出します。
 記

   １　日　時　　令和５年（2023年）８月２日（水）16：00～16：30
   ２　場　所  　道庁本庁舎３階 知事会議室

  ３　出席者　　同審議会久保会長、今村副会長　他

 参 考 ・公衆浴場のうち普通浴場（いわゆる銭湯）の入浴料金は、物価統制令等に
  　より、その統制額を知事が指定することとされており、道では、北海道公
 　衆浴場入浴料金審議会の答申を踏まえ、決定している。　 

　※ 現行の大人入浴料金は４８０円（令和４年９月13日告示） 
・現在、物価統制令の対象は、入浴料金のみ（過去には、米や酒など）

 報 道 ( 取 材 )  
 に 当 た っ て 
 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)
 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 保健福祉部健康安全局食品衛生課（担当者：柴崎、堀籠） 
 （ 連 絡 先 ） ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０４－５２６０ 

                        内　線    　２５－９０２、２５－９０５
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